
 

十日町市 

ファミリー・サポート・センター 
 

子育て中のこんな困ったなを応援します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再就職を考えて資格を

とりたい！スキルアッ

プしたい！ 

冠婚葬祭に小さい子を

連れて行くのは… 

こんなときは 

ファミリー・サポート・センターを 

ご利用ください！ 
 

地域には、育児に頑張っている人たちと、育児をお手伝いしたい人がた

くさんいます。ファミリー・サポート・センターは、子育てのお手伝いを

します。ぜひ、ご利用ください。 

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

◆利用にあたっては、会員登録が必要です  
＜会員の条件＞ 十日町市にお住いの人 ※ただし、里帰りの方は利用可能です。 

＜会員登録方法＞ 「入会申込書」に記入後ファミリー・サポート・センター 

に提出 ※「入会申込書」はファミリー・サポート・センターに設置

しています 

◆利用可能なこどもは、概ね４か月から小学 6年生です 

（障がいがある場合は中学生まで） 

http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file131.htm
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvdVmEpDVV5i8A9SGU3uV7/SIG=1275oafpb/EXP=1429665284/**http:/www.fumira.jp/cut/kodomo/img/oyako1_soft.gif


① 

＜申込みから活動までのフローチャート＞ 

 

   

 

            

⑥ 

③ 

 

② 

④ 預かってくださる方が見つ 

かりました。 

⑤ 事前打合せ（アドバイザー同席） 

⑥ 預かり依頼 

活動終了後提供会員に利用料金支払 

④ 

育児の援助を 

受けたい方 

（依頼会員） 

利用区分 
依頼会員支払額 

（こども一人につき） 

市の助成額 

（後日振込み） 
提供会員受取額 

月～金曜日 

７時～１９時 
５００円 ５００円 １，０００円 

平日早朝・夜間 

土-日-祝日-年末年始 
５００円 ６００円 １，１００円 

※１時間未満の利用は１時間とみなし、以降 30 分単位（250 円）で料金を計算します。 

※同時に２人以上預ける場合は、２人目以降の利用料が半額となります。 

※生活保護を受給されている人は、利用料が半額となります。 

※送迎等で走行距離が延 4km 以上の場合は、1 ㎞あたり 22 円の交通費を、依頼会員から提供会員へ支払います。 

※当日キャンセル又は無断取り消しをしたときは、キャンセル料が発生します。 

① 病院に行く間、こどもを 

見てほしいのですが。 

◆申し込み・問い合わせ◆ 

十日町市ファミリー・サポート・センター事務局 

〒948-0082 十日町市本町２丁目４番地１ 

子育て支援センター「くるる」内 

☎ ０２５-７５７-１００８ Fax兼用 

＜受付時間＞ 午前９時～午後４時 ※水・日曜日・祝日・年末年始を除く 

利用料金   ※1時間当たり 

② お子さんを預かって欲 

しいのですが、お願い

できますか？ 

育児の援助を 

行いたい方 

（提供会員） 

⑤ 

③ はい、お預かりします。 

http://www.illust-box.jp/sozai/27274/

